
令和８年２月通常会議 施設常任委員会
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大津市水道事業、下水道事業及びガス事業の設置等に
関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第４３号

令和８年３月１６日
企業経営部企業総務課
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内 容項 目

大津市水道事業、下水道事業及びガス事業の設置等に関する条例

第４条の４（令和４条例４１・追加）
設置規定

浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業を実施するために

必要な事項について審査等を行うため
目 的

５人以内定 数

学識経験者 ４人委員構成

報酬 ：日額９，８００円（市職員委員を除く）

費用弁償：大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する

条例（令和元年条例第２０号）の規定を準用する

報酬及び費用弁償

大津市浄水施設等整備・運営事業審査委員会の概要



１ 【改正理由】

浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業（以下「事業」という。）を

実施するために設置した大津市浄水施設等整備・運営事業審査委員会について、

事業を実施する事業者の選定及び選定手続きに必要な事項の審査等が終了した

ため、委員会の設置規定である大津市水道事業、下水道事業及びガス事業の設置等

に関する条例第４条の４を削除する必要が生じた。
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２ 【改正内容】

第４条の４を削り、第４条の５を第４条の４とする。

３ 【施行期日】

公布日

条例改正の概要
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改正後改正前

（組織等）

第４条から第４条の３ （略）

（削る）

（利益剰余金の自己資本金への組入れ及び処分等）

第４条の４ （略）

（略）

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

（組織等）

第４条から第４条の３ （略）

第４条の４ 前３条に定めるもののほか、民間の資金、経営能力及び

技術的能力を活用して浄水施設等の整備・運営事業を実施する

ために必要な事項について審査等させるため、大津市浄水施設等

整備・運営事業審査委員会（以下この条において「委員会」とい

う。）を置く。

２ 委員会は、委員５人以内をもって組織する。

３ 委員は、学識経験を有する者及び市職員のうちから、公営企業

管理者が委嘱し、又は任命する。

４ 委員（市職員である者を除く。）に対する報酬及び費用弁償に

ついては、第４条の２第４項及び第５項の規定を準用する。

５ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織、運営その他必要な

事項は、公営企業管理者が別に定める。

（利益剰余金の自己資本金への組入れ及び処分等）

第４条の５ （略）

（略）

【参考】新旧対照表（抜粋）


